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2 年目以降は、この中間支援機能の具現化を探りました。就労支援事業所職員向け
のジョブコーチ的な機能を持つものとして外部に独立して成立する機関としてこの
中間支援本部を想定した場合、その機能を継続して発揮できるだけの構造と基盤を
備えられるかどうかが重要だと考えました。

しかし本年度、ダスキンサービスマスター事業既存加盟店と就労支援事業所職員
の取り組み（第２章参照）のように、この中間支援機能は一概に外部に独立して成
立させなくても、当事者たる就労支援事業所内に内在化できる可能性のある方法も
考えられるようになりました。

本部と加盟店という一般的なフランチャイズの場合とは異なりますが、ダスキン
サービスマスター事業の事例は、株式会社アイエーという民間加盟店と就労支援事
業所がパートナーシップを結ぶなかでノウハウ移入を得ようとするものです。これ
は株式会社アイエーの守屋社長のご厚意が非常に大きな要素となって実現したもの
ですが、パートナーシップの最初の段階は、就労支援事業所職員が民間加盟店で社
員と同じ意識を持って実務実習を行うことから始まります。実習期間の経過ととも
に、株式会社アイエーの社員と就労支援事業所の職員が相互に理解を深めていく過
程でフランチャイズパッケージと呼ばれる有形無形のノウハウが移入されました。

民間既存のフランチャイズ加盟店と就労支援事業所とのパートナーシップに基づ
く事業共同化という新しいノウハウ移入の形態の場合には、実習後の就労支援事業
所の実際の事業取組に必要な中間支援機能が、内部職員と民間企業社員の双方にご
く自然に備わっていくように思われます。我々が「中間支援本部機能」と呼ぶもの
の要素部分、つまり仕事の現場に密着した身近な支援や指導、あるいは叱咤激励、コー
チングといったものが継続的日常的に行われることとそれを可能にするスキルが副
次的な実習成果として双方それぞれの社員と職員に育まれていくようです。そして
彼らから他の実習経験の無い職員や利用者に向けて中間支援本部的日常指導が行わ
れることで加盟店パートナーシップ事業、この場合はダスキンサービスマスター事
業の継続が可能になるのです。

このことはまた別の角度から見ますと、昨年来のテーマである「企業側の壁」が
知らず知らずに取り除かれることにつながっています。

福祉事業所側に「仕事経験」が無いことと、企業側に「障害者に対する慣れ」が
無いことが原因で起こる“壁”の取っ払い効果の可能性を、この「実習」が持って
いることを実証出来ました。

もうひとつの具体化例、こちらも詳細は第 2 章に譲りますが、株式会社農環によ
る縫工房には、独立した機関としての中間支援本部そのものに成り得る要素が備わっ
ています。

衣服リフォーム技術者を養成する「縫工房」での“師弟関係”が、卒業生の衣服
リフォーム事業開業後には、そのまま中間支援機能を担うものになっていきます。
福祉側事情に詳しい株式会社農環の生い立ちがあればこそ可能になるとも言える中
間支援本部なのです。またこの場合は縫工房の授業料収益の一部がその後の支援活
動原資に充てられますから、経済的な面でも中間支援の継続が確保されます。
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